
 

△瀬戸ᕷ新型インフルエンザ等対策本部条例をここ公ᕸࠋࡿࡍ 

△△ᖹ成㸰㸳ᖺ㸱月㸰㸴日 

瀬戸ᕷ長△増 岡 錦 也△ 

瀬戸ᕷ条例第㸶号 

瀬戸ᕷ新型インフルエンザ等対策本部条例 

△㸦趣旨㸧 

第㸯条 こࡢ条例ࠊࡣ新型インフルエンザ等対策特別措置法㸦ᖹ成㸰㸲ᖺ

法律第㸱㸯号ࠋ以下ࠕ法ࠖいうࠋ㸧第㸱㸵条࠾い࡚準用ࡿࡍ法第㸰

㸴条ࡢ規定基࡙ࠊࡁ瀬戸ᕷ新型インフルエンザ等対策本部㸦法第㸱㸲

条第㸯項ࡢ規定ࡾࡼ本ᕷ設置さࡿࢀ同項ࡢᕷ町村対策本部をいいࠊ

以下ࠕ対策本部ࠖいうࠋ㸧関ࡋ必要࡞事項を定ࠋࡿࡍࡏࡢࡶࡿࡵ 

△㸦組織㸧 

第㸰条 対策本部ࡢ長㸦以下ࠕ本部長ࠖいうࠋ㸧ࠊࡣ対策本部ࡢ事務を

総括ࠋࡿࡍ 

㸰 対策本部ࡢ副本部長㸦以下ࠕ副本部長ࠖいうࠋ㸧ࠊࡣ本部長を補佐

 ࠋࡿࡍ職務を代理ࡢそࠊࡣࡁࡿあࡀ事故本部長ࠊࡋ

㸱 対策本部ࡢ本部員㸦以下ࠕ本部員ࠖいうࠋ㸧ࠊࡣ本部長ࡢ命を受けࠊ

対策本部ࡢ事務従事ࠋࡿࡍ 

㸲 対策本部本部長ࠊ副本部長及び本部員ࡢほࠊ必要࡞職員を置くこ

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

㸳 前項ࡢ職員ࠊࡣ本ᕷࡢ職員ࡢうちࠊࡽᕷ長ࡀ任命ࠋࡿࡍ 

△㸦会議㸧 

第㸱条 本部長ࠊࡣ対策本部࠾けࡿ情報交換及び連絡調整を円滑行う

たࠊࡵ必要応ࠊࡌ対策本部ࡢ会議㸦以下こࡢ条࠾い࡚ࠕ会議ࠖい

うࠋ㸧を招集ࠋࡿࡍ 



 

㸰 本部長ࠊࡣ法第㸱㸳条第㸲項ࡢ規定基࡙ࠊࡁ国ࡢ職員そࡢ他本ᕷࡢ

職員以外ࡢ者を会議出席さࡏたࠊࡣࡁ当該出席者対ࠊࡋ意見を求

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀこࡿࡵ

㸦ᗢ務㸧 

第㸲条 対策本部ࡢᗢ務ࠊࡣ健ᗣ福祉部健ᗣ課࠾い࡚処理ࠋࡿࡍ 

㸦委任㸧 

第㸳条 こࡢ条例定ࡢࡢࡶࡿࡵほࠊ対策本部ࡢ組織及び運営関ࡋ必

要࡞事項ࠊࡣ本部長ࡀ定ࠋࡿࡵ 

△△△附△則 

△こࡢ条例ࠊࡣ法ࡢ施行ࡢ日又ࡣこࡢ条例ࡢ公ᕸࡢ日ࡢいࢀࡎ遅い日

 ࠋࡿࡍ施行ࡽ


